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2 会員事業所優良従業員表彰 他
3 珠算段位認定試験昇段者 他
4 事務局日誌・常議員会 他
5 年末緊急金融特別相談窓口設置 他
6 MEMBER'S NOW

7 第7回カレーフェスティバル 他
8 ハウツー 土浦商工会議所
10 ＬＯＢＯ調査 他
11 多重債務相談窓口開設 他
12 お正月特別イベント

TSUCH IURA   CHAMBER  O F  COMMERCE  AND   I NDUSTRY

土浦商工会議所会報

今月のMEMBER ' S  NOW
  (有)丸八商会（マミークリーニング）
　左から宮田さん、渡邊さん、梅崎さん、楊さん、大野成年専務、武藤さん、飯坂さん、坂さん、平木さん

C O N T E N T S

昭和51年7月10日第三種郵便物承認　平成22年12月15日発行　発行日/毎月15日発行

土浦ツェッペリンカレー
デラックス好評発売中‼

今月の標語 「孫ピンチ　実はあなたの　ピンチです」（振り込め詐欺撲滅標語）
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表　彰　の　種　類 勤続年数 表彰者

10年以上20年未満

20年以上30年未満

30年以上

（順不同・敬称略）

会員事業所優良従業員永年勤続表彰式会員事業所優良従業員永年勤続表彰式会員事業所優良従業員永年勤続表彰式
　11月17日、ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカにおいて
「会員事業所優良従業員永年勤続表彰式」を開催した。
　本年は、19事業所から51名の方が表彰を受け、永年
の労に対し山口会頭より表彰状と記念品が贈られた。

有限会社芦田商店 土浦通運株式会社 土浦農業協同組合 土浦農業協同組合
関　口　美由紀 島　田　　　満 円城寺　嘉　明 牧　野　一　三

山口東邦株式会社 山口東邦株式会社 山口東邦株式会社 焼肉レストラン杏樹
大　薗　秀　男 大　森　孝　雄 黒　田　　　誠 愼　　　末　子

勤続30年以上で表彰された方

土浦商工会議所会頭から

土浦市長と当所会頭から

日本商工会議所会頭と当所会頭から

33

10

8

51計

詳しい内容については最寄りの税務相談室か税務署におたずね下さい。また、国税庁ホームページでもご確認下さい。

（注）1.　②と③の申告書は兼用用紙となっています。
　　2.　各種申告書の提出に当たっては、
　　　　　裏面の注意事項を確認して下さい。

（注）障害者等の控除も含みます

期　　日　　平成22年12月22日（水）午前10時～午後4時
　　　　　　平成23年  1月  7日（金）午前10時～午後4時
場　　所　　土浦商工会議所　2階事務所
対 象 者　　※個人事業所の方
　　　　　　※税理士先生に関与されていない方
指導項目　　給与所得者年末調整、
　　　　　　決算整理事項、青色専従者給与等
※諸帳簿、税務署より配布された決算書類等をご持参下さい。

詳しくは 商工振興課まで　TEL 822-0391

　　　各種控除
配偶者控除と扶養控除（注）
配偶者特別控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
住宅借入金等特別控除

～主な控除と必要書類～
　　　勤務先への提出書類
①扶養控除等（異動）申告書
②配偶者特別控除申告書

③保険料控除申告書

④住宅借入金等特別控除申告書

　【年末調整とは】　
給与所得者については、通常、その年の最後の給料又は賞与が支払われる際に、所得税の精算が行われるため、大部分の方は確定
申告をする必要がありません。この精算手続は「年末調整」と呼ばれており、この「年末調整」により所得税が納め過ぎの場合には還
付され、不足の場合には徴収されることとなります。
「年末調整」では、次のような控除が受けられますので、必要な申告書を勤務先へ提出して、これらの控除を正しく受けて下さい。

年末調整は「きっちり確認！」「しっかり控除！」年末調整は「きっちり確認！」「しっかり控除！」
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マミー代行マミー代行
0120-341-722

マミー代行チケット法人会員募集
月締めなので、その都度の清算が不要。接待等に大変便利です。

土浦市粕毛83-1
有限会社エムディサービス

http://www.mamd.jp

マミー代行マミー代行お酒を
飲んだら

　準二段 加　藤　信　喜 潮来珠算学院
　初　段 中　山　萌　美 昌浦珠算研究会
　準初段 市　村　智　美 深立そろばん教室
　準初段 後　藤　慶　光 平林珠算塾

昇段
おめでとう
ございます。

主　催：日本珠算連盟　　　協　賛：日本商工会議所
試験場：土浦商工会議所　　平成22年10月24日（日） 24名受験

「茨城県最低賃金」 １０月１６日から改定「茨城県最低賃金」 １０月１６日から改定
茨城労働局では、茨城県最低賃金（地域別最低賃金）を

　時間額６９０円（昨年度額より　１２円引上げ）
に改正決定しました。この最低賃金額は、平成２２年１０月１６日から茨城県内の全産業・全
労働者に適用されます。
　最低賃金法により、茨城県最低賃金に満たない賃金額を内容とする契約は、労使双方の合意で
締結しても、賃金額については無効とされ最低賃金額と同額の契約をしたものとみなされます。
　最低賃金についての詳細は、
　　　　　茨城労働局　労働基準部　賃金室（電 話　０２９－２２４－６２１６）
　または、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。

会 員 情 報
事業所名　 代表者名 業　　　　種 所　　在　　地

枝川　昌和

野本　　聡

染谷　清賢

青木　君枝

丸田　敏明

徳増　秀仁

荒井　佑太

㈱エダカワ

㈱野本商事

かりんとう本舗

トータル・ランチ・サービス

ル・タブリエ

エキスパート㈱

㈲荒井商事

建築工事

運送

菓子（かりんとう）製造販売・卸

弁当製造販売　他

レストラン（フランス料理）

生命保険・損害保険代理店

レッカー

土浦市並木４丁目１－３６

土浦市荒川沖６－３３０

牛久市南１丁目１８－２７

土浦市富士崎１丁目３－１５

つくば市花室１６１２－１

つくば市天久保２丁目２１－１２

土浦市荒川沖東２丁目１６－２０
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事務局日誌事務局日誌
  １日　臨時議員総会
  ２日　県青連臨時役員会
  ４日　常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会役員会
  ４日　経営塾
  ５日　茨城県信用保証協会セミナー
  ５日　マル経協議会
  ７日　北茨城市・雨情の里港まつり
  ８日　正副会頭会議
  ９日　定期健康診断（～10日）
  ９日　雇用対策協議会事業所部会
  　雇用就労トラブル「その傾向と対策」セミナー
  ９日　青年部役員会
10日　振興委員会議
10日　土浦市新治商工会ゴルフ大会
10日　大型店地域貢献ガイドラインに関する懇談会
11日　経営塾
12日　雇用対策協議会事業所部会視察研修（～13日）
12日　経営革新個別相談会
12日　相撲常任委員会
13日　土浦まちづくりシンポジウムinつくば国際大学
15日　チャレンジショップ審査会
16日　税務署　納税表彰式
16日　県青連県北ブロック連携事業
17日　年末調整説明会
17日　優良従業員表彰式
17日　異業種交流会
17日　エンゼルプラン土浦CLOVE
18日　中間監査
18日　日商常議員会・議員総会・会員総会
18日　土浦駅周辺集客対策連絡会
18日　個店力アップセミナー
19日　常議員会
19日　自治金融審査会
19日　常陽新聞新社との正副会頭座談会
19日　ウインターフェスティバル2010点灯式
19日　土浦薪能理事会・反省会
19日　経営塾
20日　第7回土浦カレーフェスティバル
21日　簿記検定試験
23日　眞延寺秋季例大祭
23日　八坂神社秋季例大祭
24日　桜祭り主催団体事務局打合せ
24日　県連臨時会員総会
24日　常陽経済講演会
25日　花火フォトコンテスト審査会
25日　経営革新個別相談会
26日　青年部第28回全国会長研修会（～27日）
26日　平成22年度給与改定説明会
27日　まち歩き講座
27日　小野小町文芸賞表彰式
28日　福祉住環境コーディネーター検定試験
28日　フェスティバル神立2010
29日　桜の里親説明会

2010.11.1～11.30

議事案件（議件）

常議員会
開催日時 平成22年11月19日（金）
午後1時30分～3時
開催場所　土浦商工会議所

報告･連絡事項

議件第１号　顧問・参与の委嘱について
議件第２号　常設委員会の構成について
議件第３号　平成２３年 新年賀詞交歓会について
議件第４号　新入会員の承認について

１　平成２２年度 中間監査について
２　プレミアム付商品券事業について
３　第７回土浦カレーフェスティバルについて
４　パソコン会計セミナーについて
５　年末金融特別相談会・経営相談会について
６　ウインターフェスティバル２０１０について
７　青年部より
８　女性会より
９　その他

本年も、施策普及カレンダーと
ビジネスノートをつくりました。
是非ご利用下さい。
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年末緊急金融特別相談窓口設置について

中小企業の皆さんへ 中小企業庁

1. 借換保証等の推進
◦既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換えられる、借換保証制度を推進します。
◦日本公庫、商工中金においても、すでに日本公庫、商工中金でお借り入れになっている融資
　の借換に積極的に対応します。

2. 条件変更ニーズへの対応
◦日本公庫、商工中金、信用保証協会において、条件変更に積極的に対応します。

3. 公的金融機関の各種制度を推進

くわしい情報・ご相談は

◦本年末も、引き続き、セーフティネット貸付（日本公庫）、危機対応業務（商工中金）、景気対応
　緊急保証（保証協会）など、公的金融機関の各種制度を推進します。

日本政策金融公庫 土浦支店　　TEL 822-4141
茨城県信用保証協会 土浦支店　TEL 826-7811
12月30日までは、土日・祝日においても電話相談に応じますので、お問合せ下さい。

土浦商工会議所（中小企業相談所）・経営安定特別相談室

　昨今の経済状況は、受注高の減少、単価の値下が
り、個人消費の低迷などにより依然として厳しい状
況が続いていることを受け、土浦商工会議所では
「年末緊急金融特別相談窓口」を開設し中小企業の
皆様からの相談に応じます。

■年末緊急金融特別相談窓口では次のようなご相
談に応じますのでお気軽にお越し下さい。

　　　　　　
１．国の「緊急保証制度」を活用したセーフティネ
ット融資及び各種融資制度のあっせん

２．円高や受注高減少等による収益、採算悪化に
伴う資金繰り

３．年末年始にかけての事業資金
４．その他、経営改善等に関すること

■相談会開催日
平成22年12月29日（水）・30日（木）
　午前９時～午後５時
※尚、他の通常業務は平成22年12月29日より
平成23年1月3日までを年末年始の休業とさ
せて戴きます。

■会　　　場　　土浦商工会議所　２階事務所
■相　談　員　　当所経営指導員　
■そ　の　他
　上記の相談の他、各専門家、エキスパート等によ
る経営安定特別相談、経営強化支援等にも応じま
す。
■お問合せ先　
　土浦商工会議所／中小企業相談所
　電話　０２９－８２２－０３９１

□本制度のメリット
①複数債券を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減できます。（条件変更と同じ効果）。
②新たに、措置期間を設けることも可能です（返済猶予と同じ効果）。
③金融審査が通れば、真水（ニューマネー）の追加も可能です（条件変更先への新規貸付と同じ効果）。
④中小企業の条件変更のニーズも満たします。
　（注）８割保証の借入金は、８割り保証で借り換える必要があります。
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MEMBER’S NOW! 掲載事業所募集

あなたの企業、店舗・技術の情報を掲載してみませんか！
あなたの企業・店舗のPRを
「会報 TCCI NEWS～MEMBER’S NOW!」
に掲載してみませんか？
事業案内、人物紹介、新製品や商品紹介etc・・・会員企業
の情報を当所職員が取材の上、掲載させていただきます。
お気軽にお電話ください（総務課　８２２－０３９１迄）。

※掲載資格は、当所会員事業所。掲載情報から取引が生じ
た場合、取引者間で直接連絡・交渉願います。また、実際
の取引においてトラブルが生じても、当所はその責任を負
いかねますのでご了承ください。

　(有)丸八商会（マミークリーニング）は、昭和41
年創業のクリーニング業者です。ワイシャツやズボ
ンなど個人向け一般衣類のクリーニングを始め、法
人向けとして美容室やホテルのタオル、レストラン
などのユニフォーム、介護施設入居者の私物クリー
ニング、和服、衣類のリフォーム、提携会社にウェ
ディングドレス、レンタルマットモップのクリーニ
ングと幅広くクリーニング業務を行っています。
　営業エリアは友部から松戸まで、主に常磐線に
沿って、取次店から集めた衣類をつくば、土浦、牛
久、守谷の工場でクリーニングをしています。
　環境問題にも考慮し、ハンガーのリサイクルはも
ちろん、包装ビニールを使わないリサイクルの包装
も始めています。
　社長（大野雅司氏）は、全国的な同業者組織の会
長職を務めたり、数年前に当社で研修をした中国か
らの研修生と共同出店した中国の大連の店に、経営
指導に行ったりと全国的、国際的に活動していま
す。
　クリーニング対象も営業エリアも広いですが、小
回りのきくサービスを目指し、いちはやく良いサー
ビス、良い技術を提供できるよう励んでいます。

土浦市中高津 3－14－6
TEL ８21－０853

お客様のお召し物を大切にお預かりします

白衣や浴衣を
プレスしています

パリッとすっきり
ワイシャツをプレスします

㈲丸八商会
（マミークリーニング）

至荒川沖方面

至つくば方面

至石岡方面
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第28回全国会長研修会第28回全国会長研修会第28回全国会長研修会
　去る11月26日（土）～ 27日（日）、香川県高松市
のサンポートホール高松で開催された「日本商工
会議所青年部第28回全国会長研修会」に出席しま
した。
　全国の商工会議所青年部の現会長と次年度会
長、やる気ある青年部会員、青年部事務局を対象
に大規模に開催されました。
26日（金）の開会式から始まり、グループディス

カッションや次年度会長予定者方針説明、風会
議、ビジネス研修、経営シミュレーション研修、ま
ちづくり研修、事務局研修等の分科会に別れて参
加。非常に実りある研修でした。
27日（日）閉会式では、今年度全国大会開催地で

ある宮城県仙台市のＰＲ、次年度全国会長研修会

開催地の山形県米沢市のＰＲ等が盛大に行われ
ました。
　日本全国からのメンバーを受け入れることの
できる、香川県高松市そして全国商工会議所青年
部の結束の強さを改めて感じることのできた大
会でした。

源平屋島古戦場を見学

　11月20日、川口運動公園で第7回カレーフェスティバル
が開催され、３万５千人の来場者で賑わった。
　フェスティバルでは、4回目となるC-1グランプリ（カレー
ナンバーワングランプリ）を実施。
主菜部門（カレーライス等主食の部）・創作部門（パン・ス
ウィーツ等アレンジの部）の２部門により争われ、グランプ
リには、主菜部門に洋食ぢんぎすかんひつじの小屋の「土浦
ぢんぎすスープカレー」、創作部門は中華の福来軒の「福来軒
のツェッペリンカレーコロッケ」がそれぞれ選ばれた。

C-1ググラランンプププリリははは
主菜菜部部門門
創作作部部門門

C-1グランプリは
  主菜部門「洋食ぢんぎすかん ひつじの小屋」
  創作部門「中華の福来軒」！

C-1グランプリ表彰式【左から森幸男氏、藤澤一志氏（福来軒）、
小島治夫氏（ひつじの小屋）、中川市長】

　去 る12月1日（水）、座 光 寺 百 合 子 氏
〔ECLAT・OFFICE代表〕を講師に「最新！ブ
ラックボードPOPセミナー」が開催された。
　当日は、小売業、サービス業に携わる14名が
受講、効果的なPOP広告作成例の解説を受けた
後、明朝体、ゴシック体の書取り、各事業所より
持参した既存の広告を今回学習したPOP広告
に仕立て直す練習をした。2時間という限られ
た時間ではあったが、今後、各受講生オリジナ
リティ溢れる広告を売場で見る日は近い。POP文字の書き方の説明を受けている様子



平成22年12月発行　No.504



平成22年12月発行　No.504

土浦市の制度資金

県の制度資金

国の制度資金

運転資金　5年以内
設備資金　7年以内
（設備資金のみ据置き

6ヶ月以内）
運転資金　5年以内
設備資金　7年以内
（設備資金のみ据置き

12ヶ月以内）

個人
　・・・原則不要
法人
　・・・原則代表者のみ

個人
　・・・原則不要
法人
　・・・原則代表者のみ

必要に
応じて

必　要

年利1.5％の範囲で
利子補給（3年間）

信用保証料全部（全期間）

信用保証料全部（全期間）

運転資金　　500万円
設備資金　1,000万円
一事業所の融資限度額は

1,000万円
運転・設備資金
2,000万円

一事業所の融資限度額は
2,000万円

設備資金
運転資金
設備資金
運転資金

設備・運転併用

運転資金

運転資金

設備資金
運転資金

設備・運転併用

設備資金
運転資金

設備・運転併用

運転資金

7年（1年）
5年（1年）
10年（3年）
7年（2年）
7年（2年）

7年（2年）

7年（2年以内）

7年（1年）
5年（1年）

7年（1年）
5年（1年）
5年（1年）

1年

年2.2％
～ 2.4％

年1.6％
～ 1.9％

年1.6％
～ 1.8％

年1.6
～1.8％

年1.6％
～ 1.8％

年1.5％

商工会議所
 
 
 
 

 
 
 

 

取扱金融機関

経営合理化
融資
パワーアップ
融資

セーフティーネット
融資

緊急経済対策
融資（23年3月まで）
創業活動支援
融資

中小企業短期
運転融資

運転・設備資金
1,500万円
1,000万円を超える場合は条件が付きます

運転・設備資金
4,800万円

1.95%

年利（基準）
2.15%

不要

連帯保証人
1名以上

不要

必要に
応じて

運転資金
　　7年以内（据置き1年以内）
設備資金
　　10年以内（据置き2年以内）

運転資金
　　  5年以内（据置き6ヶ月以内）
設備資金
　　10年以内（据置き2年以内）

小企業等経
営改善融資
（マル経）

普通貸付
（マル普）

自治金融

振興金融

ご利用できる事業所 
県内において、原則として同一事業を1年以上引き続き営んでいる
個人・会社・組合等の中小企業者で、右表に該当する方がご利用できます。 
（農林水産業、金融、一部の娯楽遊技場等は除かれます。） 

3億円以下
1億円以下
5千万円以下
5千万円以下

300人以下
100人以下
100人以下
50人以下

※別途信用保証協会の信用保証料が必要となります。   
なお県では、パワーアップ融資及びセーフティーネット融資、緊急経済対策融資の
保証料のうち１割を補助しています。

製 造 業 等
卸 売 業
サービス業
小 売 業

年利
1.75％

年利
1.95％

5,000万円
3,000万円
5,000万円
3,000万円
5,000万円
 
 
 
5,000万円
 
 
 
 
5,000万円

2,500万円
（但し、申込金額と同額
以上の自己資金が必要）
 

3,000万円
2,500万円
3,000万円

500万円

【制度融資対象業種と資本金・従業員要件】

○資金または常時使用する従業員のいずれかが
　該当すれば対象となります。  

■日常の経営に必
要なときに
■売上が減少して
いるために、経営の
改善を行うときに

■取引先が倒産し
たなど、当面の運転
資金が必要なとき
に

■これから事業をは
じめるときに
（過去に事業を行っ
ている方は対象とな
りません）

■短期資金が必要
なときに

経営安定を図るために工場・店舗等に要する事業資金

①直近3ヶ月の受注高あるいは売上高が前年同期に比
べて5％以上減少している場合
②直近3ヶ月の受注高あるいは売上高が前年同期に比
べて減少し、かつ直前の決算で損失を計上している場合
③直近3ヶ月の粗利益が前年同期に比べて5％以上減
少している場合
①経済産業大臣や県が指定した倒産事業者に対し
て、売掛金債権等があること
②不況業種を営んでおり、最近3ヶ月の平均売上
高が前年同期に比べて5％以上減少していること
③取引金融機関の合理化等で影響を受けていること、など
国が指定した業種に属し、最近3ヶ月間の平均売上
高が前年同期に比べ3％以上減少していること、など
1．県内に住所又は居住がある次の方
①1ヶ月以内に新たに事業を開始する場合
②2ヶ月以内に新たに会社を設立する場合
③中小企業が、新たに会社を設立する場合
2．創業後、5年未満の中小企業（個人・法人）の方

短期資金として必要な運転資金

市内で1年以上事業を営んでお
り従業員20人以下（商業・サー
ビス業は5人以下）の個人又は
法人企業

資本金1,000万円、又は従業員
100人以下（商業・サービス業は
50人以下）の個人又は法人企業

市内に1年以
上居住及び事
業実績のある
個人又は法人
企業

　 
　 同　　上

業　種

金融制度名

こんなとき

金融制度名 融資対象 貸付限度 保証人 担保利　率 返済期間

資金名 資金使途 限度額 申込先償還期間
（措置）

融資金利
（保証付の場合）融資の内容（利用資格等）

融資対象 貸付限度 利率 担保返済期間 保証人 助　成

資本金 従業員

（平成22年12月9日　現在）

（平成22年12月9日　現在）
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菊池印刷株式会社
チラシ・パンフレット・小冊子・はがき・名刺

※「先行き見通し」は当月に比べた向こう3カ月の先行き見通しDI
　（ ）内左側は前月（4月、 右側は昨年5月の先行き見通しＤＩ

《業況DI（全産業・前年同月比）の推移》業況DI（前年同月比）の推移
先行き見通し
12～2月

全 産 業

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

▲ 40.2
(▲ 40.6 ／▲ 50.9)

▲ 46.0
(▲ 50.9 ／▲ 58.9)

▲ 40.7
(▲ 40.2 ／▲ 43.5)

▲ 35.9
(▲ 30.8 ／▲ 47.0)

▲ 38.1
(▲ 40.9 ／▲ 56.6)

▲ 39.9
(▲ 37.8 ／▲ 48.5)

▲ 40.5

 ▲ 58.1

 ▲ 25.1

 ▲ 37.0

▲ 41.8

▲ 45.1

6 月

▲ 39.7

 ▲ 58.0

 ▲ 20.6

 ▲ 33.3

 ▲ 46.9

 ▲ 41.6

7 月

▲ 37.7

 ▲ 56.1

 ▲ 20.0

 ▲ 35.4

▲ 43.9

▲ 38.8

8 月

▲ 40.8

 ▲ 54.4

 ▲ 26.0

 ▲ 36.4

 ▲ 46.1

▲ 42.9

 

9 月

▲ 40.5

▲ 54.4

 ▲ 23.3

 ▲ 34.6

 ▲ 45.6

 ▲ 46.7

 

10 月

▲ 40.6

 ▲ 51.5

 ▲ 27.7

 ▲ 41.3

 ▲ 41.8

 ▲ 45.3

11 月

DI＝（増加・好転などの回答割合）ー（減少・悪化などの回答割合）
※　DI値（景況判断指数）について 
　DI値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を表す。 
ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを
示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。従っ
て、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気な 
どの景気感の相対的な広がりを意味する。
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合） 
　　業況・採算：（好転）－（悪化）　売上：（増加）－（減少） 

ロボ調査ロボ調査

　１１月の全産業合計の業況ＤＩは▲４０．６（前月比▲０．１ポイント）と、前月からほぼ横ばい。業況は、６月以降停滞しており、一向に上向く気配
がみられない。特に、円高の長期化による輸出・生産の減少に加え、取引先からのコストダウン要請や海外移転の加速による受注の減少など、
企業経営をとりまく環境はさらに悪化している。また、少ない受注をめぐる価格競争の激化や消費者の節約志向などにより、収益確保の難しさ
が一段と増している。
　先行きについては、▲４０．２（前月比＋０．４ポイント）と前月からほぼ横ばいで推移した。しかし、エコポイントの半減により、１２月以降、家電製品
の売上が落ち込む見通しであることに加え、円高の長期化など景気の先行きが不透明な中、今後一段の企業収益悪化への懸念が強まって
いる。年末にかけて経営体力が限界に達し、倒産の増加を憂慮する声も多い。

業況ＤＩは停滞。
上向く気配はみられず
業況ＤＩは停滞。

上向く気配はみられず

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

11月の業況と先行き見通し

Q当社には以前制定した退職金制度がありますが、企業経
営を取り巻く環境も厳しさを増し、廃止しようかと考えてい
ます。退職金制度を廃止、あるいは改定することについて問
題点があれば教えてください。

A会社が退職金制度を変更して一方的に支給水準を引き下
げる等をした場合には、「労働条件の不利益変更」の問題が
生じるおそれがあります。労働契約は当事者の合意によって成
立しているので、その内容を変更する場合には、両者の合意が
必要となることとなります。そのため、賃金や退職金を労働者
の不利益に変更しようとする場合には、変更の内容や必要性
などについて十分に労働者に説明し、納得してもらったうえで
実施するのがよいのです。
　裁判所で退職金制度の不利益変更が否決される場合は、
その変更について合理性がないことを主な判断理由としてい
ますが、その合理性についての明確な判断基準は存在しませ
ん。しかし、「高度の必要性」、「代償措置」、「労働者側との交

渉過程」、「同業他社、及び一般的な制度、支給額等の比較」、
「経過措置の有無」等が、これまでの判例から判断基準となっ
ているので、制度変更は慎重に、従業員の同意を得る形で行う
べきでしょう。また、従業員がこれまでの勤務によって得た既得
権、例えば「今退職したとするともらえる退職金の金額」は保護
してあげるようにする等の措置も重要です。
　かつてのように企業が右肩上がりに成長する時代は終わ
り、今は賃金制度、退職金制度を見直す時期にきているとも言
えます。ここで退職金制度の詳細について述べる余裕はない
のですが、従業員を正当に評価し、やる気を引き出すとともに
納得性のある制度へと見直しをすることは今日の企業の共通
の課題となっています。人事、労務管理の専門家としての社会
保険労務士の知識が役立つ面もあるので、ご相談に応じてい
きたいと思います。

　　　　（茨城県社会保険労務士会会員　齊藤弘明）
　問い合わせは 当所商工振興課まで　TEL 822－0391
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多重債務相談窓口開設
　財務省水戸財務事務所では、多重債務相談窓口を開設しておりますのでお気軽にご相談ください。
（相談無料、秘密厳守）
　債務整理方法のアドバイスや、必要に応じて法律の専門家への取次ぎも行っております。

　　　　《連絡先》　水戸財務事務所　多重債務相談窓口
　　　　　　　　　  専用ダイヤル　０２９－２２１－３１９０
　　　　　　　　　  平日　８：３０～１２：００　１３：００～１６：３０

株式や社債、ファンドなどの取引に関し、高齢者を中心に
トラブルが発生しています。くれぐれもご注意ください。

　電話勧誘等にスグ応じない。
　もうけ話を安易に信じない。
　よくわからない商品には手を出さない。
　一人で悩まず早く相談。（消費生活センター、警察署、金融庁、財務局等に相談を）

こんな勧誘文句にご用心！（悪質業者の常套文句の例）

問合せ
　　◦関東財務局 証券監督第１課（未公開株取引、ＦＸ取引等）電話048-600-1154
　　◦関東財務局 証券監督第２課（ファンド取引、投資助言等）電話048-600-1293
ご意見・御相談・情報提供等
　　◦金融庁 金融サービス利用者相談室（平日10：00～16：00）
　　　電話（ナビダイヤル（0570-016811（ＩＰ電話・ＰＨＳからは03-5251-6811）

上場確実です。
必ず儲かります。
元本は保証されています。

株を買い取ります。
買取りには、あと○株必要なので
買い増しをしてください。

被害を回復してあげます。
その代わり、□□社の株式を買ってください。

金融庁（証券取引等監視委員会、
関東財務局）の者ですが…

エンゼルプラン土浦ＣＬＯＶＥ
　　・日　時　毎月第3水曜日
　　　　　　　午後6時から午後8時まで
　　　　　　　（気軽にお越し下さい）
　　・場　所　土浦商工会議所　1階会議室

　このクラブは、若者の出会いをサポートすることを
主として活動しています。
　結婚を前向きにお考えの方、結婚を考えるご親族を
お持ちの方、お気軽にお越しの上、ご相談下さい。

口座振替のお知らせ
1月7日（金）

当商工会議所会費(第４期分)についてご指定の口座より
振替させていただきます。
第１期～第３期未納の方は併せて振替させていただきます。
既に本年度分の会費を完納されている方、口座振替以外で
のご登録の方は今回振替の対象となりません。

【お問合せ】 822-0391　総務課
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